
問　
こ
ど
も
家
庭
庁
が
令

和
８
年
度
に
創
設
す
る
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制

度
は
、
な
ぜ
医
療
保
険
の

保
険
料
と
合
わ
せ
て
の
支

援
金
納
付
と
な
る
の
か
。

答　
医
療
保
険
制
度
は
、

国
民
全
員
が
対
象
の
仕
組

み
で
あ
り
徴
収
の
効
率
性

や
公
平
性
が
高
い
た
め
。

問　
少
子
化
対
策
の
強
化

お
よ
び
子
育
て
世
帯
支
援

問 子ども・子育て支援金は
� 村負担で

な
し
に
関
わ
ら
ず
、
均
等

割
と
所
得
割
が
そ
れ
ぞ
れ

課
さ
れ
、
子
育
て
世
帯
全

体
で
は
一
定
の
負
担
が
生

じ
る
。

問　
少
子
化
対
策
は
国
の

責
任
、
国
費
で
行
な
う
べ

き
。
物
価
高
騰
等
、
国
民

は
す
で
に
生
活
が
困
難
状

態
。
村
民
負
担
分
を
村
負

担
に
は
で
き
な
い
の
か
。

答　
各
医
療
保
険
の
被
保

険
者
は
、
各
々
の
制
度
内

負
担
と
い
う
全
国
一
律
の

制
度
設
計
。
本
村
が
村
民

に
代
わ
っ
て
支
援
金
を
負

担
す
る
こ
と
は
、
制
度
上

の
整
合
性
や
公
平
性
の
観

点
か
ら
適
当
で
は
な
い
。

問　
東
海
第
二
が
再
稼
働

す
る
と
な
っ
た
時
、
周
辺

自
治
体
の
住
民
に
は
再
稼

働
の
恩
恵
は
何
も
な
く
、

事
故
の
リ
ス
ク
だ
け
を
背

負
わ
さ
れ
る
。
影
響
が
及

ぶ
周
辺
住
民
に
対
す
る
村

長
の
認
識
と
責
任
は
。

答　
再
稼
働
の
是
非
は
村

と
し
て
判
断
し
て
い
な
い

が
、
不
測
の
事
態
に
は
、

周
辺
自
治
体
に
は
避
難
行

動
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

私
自
身
は
再
稼
働
は
必
要

問 再稼働、周辺住民への
� 村長の責任は

答 村民に対する村長としての責任がある

住
民
へ
の
責
任
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

問　
原
発
の
非
倫
理
性
・

非
人
間
性
を
指
摘
し
て
原

発
を
批
判
す
る
言
説
が
あ

る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
村

長
は
認
識
し
て
い
る
か
。

答　
私
自
身
は
、
原
発
が

非
倫
理
性
・
非
人
間
性
を

持
っ
て
い
る
と
は
考
え
て

い
な
い
。
一
方
、
原
発
に

慎
重
な
考
え
を
お
持
ち
の

方
の
一
部
に
は
こ
れ
を
指

摘
す
る
方
が
い
る
こ
と
も

承
知
し
て
い
る
。
そ
の

方
々
が
指
摘
し
て
い
る
内

容
に
つ
い
て
、
私
か
ら
答

え
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
。

答 制度上の整合性、また公平性に欠く

と
表
明
し
た
が
、
原
子
力

所
在
地
域
首
長
懇
談
会
の

座
長
と
し
て
自
治
体
の
首

長
の
意
見
を
伺
い
、
丁
寧

に
議
論
・
協
議
す
る
。
村

民
に
対
す
る
責
任
は
あ
る
。

各
首
長
に
も
各
自
治
体
の

な
の
で
子
育
て
世
帯
の
負

担
は
な
く
て
良
い
の
か
。

答　
国
保
税
の
「
子
育
て

支
援
金
分
」
に
つ
い
て
は

18
歳
以
下
の
子
ど
も
の
均

等
割
額
は
全
額
免
除
の
方

向
。
一
方
、
18
歳
以
下
の

子
ど
も
以
外
の
被
保
険
者

は
、
子
育
て
世
帯
で
あ
る

阿
あ

部
べ

　功
こ う

志
し

　議員

大
お お

名
な

 美
み

恵
え

子
こ

　議員

最近の東海第二原発（10月17日撮影）

「こども誰でも通園制度  基礎資料」の資料一部抜粋
出典：https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
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